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１ 研究・技術開発分野



平成１９年度より事業化支援に取り組んでいる新食品 新素材の例平成１９年度より事業化支援に取り組んでいる新食品 新素材の例

新需要創造対策①

GABAGABAを多く含む巨大胚芽米を多く含む巨大胚芽米 高メチル化カテキン茶高メチル化カテキン茶

平成１９年度より事業化支援に取り組んでいる新食品・新素材の例平成１９年度より事業化支援に取り組んでいる新食品・新素材の例

GABAGABAを多く含む巨大胚芽米を多く含む巨大胚芽米 高メチル化カテキン茶高メチル化カテキン茶

○巨大胚芽米｢はいみのり｣、「めばえも
ち」、｢恋あずさ｣、「はいいぶき」を育
成し、品種登録。

○メチル化カテキンを多く含む茶｢べにふう
き｣を育成し、品種登録。

○発芽玄米は ｢コシヒカリ｣の３ ４倍

○民間企業との共同研究により、渋みを抑
えたメチル化カテキンの抽出技術を開発

はいみのり コシヒカリ

○ペットボトル飲料、キャンディなどに製品化されており、入浴
○発芽玄米としての利用に加え、巨大胚芽米を用いた加工食品の製
品化による利用拡大が期待される

○メチル化カテキンは茶葉の渋み成分の一
種で、抗アレルギー作用がある。

○発芽玄米は、｢コシヒカリ｣の３～４倍
のGABAを含む。 ＧABAはアミノ酸の
一種で、血圧上昇抑制作用がある。

えたメチル化カテキンの抽出技術を開発
し、特許化。

高アントシアニン紫さつまいも高アントシアニン紫さつまいも 高リコペントマト高リコペントマト

剤、ティッシュ、ペットフードなどの非食品分野への利用拡大が期
待される。

品化による利用拡大が期待される。

高アントシアニン紫さつまいも高アントシアニン紫さつまいも 高リコペントマト高リコペントマト

○アントシアニンを多く含むさつまいも

｢アヤムラサキ｣（加工用）、｢ﾊﾟｰﾌﾟﾙｽｲｰﾄﾛｰ

ﾄﾞ｣（生食用）を育成し、品種登録。

○｢桃太郎｣の２～３倍のリコペンを含むト

マト｢KGM051｣（生食用）、｢にたきこま｣

（加工用）を育成し、品種登録。

○｢アヤムラサキ｣は食品色素、ジュース、食酢などに利用されてお

り、｢ﾊﾟｰﾌﾟﾙｽｲｰﾄﾛｰﾄﾞ｣の和菓子や惣菜などへの利用拡大が期待され

アヤムラサキ

○｢にたきこま｣は、東北では産直販売用として注目されている。

｢KGM051｣は試験販売段階となっている。

ＫＧＭ051 桃太郎

○アントシアニンは植物色素の一種で、肝

機能改善作用がある。

○リコペンは植物色素の一種で、活性酸素

を無害化する抗酸化作用が期待される。

り、 ｽ ﾄ ﾄ ｣ 和菓子や惣菜な 利用拡大 期待され

る。

｣ 試験販売段階 な る。



新需要創造対策②

高ポリフェノール有色米高ポリフェノール有色米 低グルテリン米低グルテリン米

平成２０年度より事業化支援に取り組んでいる新食品・新素材の例平成２０年度より事業化支援に取り組んでいる新食品・新素材の例

高ポリフェノ ル有色米高ポリフェノ ル有色米
○多収で耐倒伏性のある赤米品種「紅

衣」、「ゆうやけもち」、紫黒米品種

「朝紫」等を育成。

○赤米はアントシアニジン タンニン等

低グルテリン米低グルテリン米

○食味に優れ、グルテリン等の消化し

やすいタンパク質が少ない水稲品種

「ゆめかなえ」等を育成。

○赤米はアントシアニジン、タンニン等

を、紫黒米はアントシアニン等を多く含

み、これらの成分は活性酸素を無害化す

る抗酸化作用等があることが知られてい

る。

○低グルテリン米はグルテリン等が少な

く、消化しにくいタンパク質であるプロ

ラミンを多く含むため、腎不全等のタン

パク質摂取

制限が必要な方向け 新食品として利用

紅衣 朝紫

○機能性による玄米としての高付加価値化に加え、機能性と「色」

を組み合わせた新商品等の用途拡大が期待される。

制限が必要な方向けの新食品として利用

が期待される。

ポテトペプチドポテトペプチドだったんそばだったんそば ポテトペプチドポテトペプチド

○ばれいしょのデンプン工場で廃棄物処理されて

いるタンパク質を酵素分解・精製し、数種のペプ

チドの混合物として抽出する技術を開発。

○だったんそば品種「北海T9号」「北海

T10号」（スプラウト用）、穀粒が巨大

な４倍体品種（米とブレンドし、だった

んそば米として利用）等を育成。 スプラウト用品種

だったんそばだったんそば

○ポテトペプチドは脂質代謝改善効果（血清中の

ＬＤＬコレステロールや中性脂肪の減少等）があ

ることが確認されている。

○ポテトペプチドは加工食品用の新素材として利

が

ポテトペプチド製品

4倍体 2倍体

○だったんそばはルチン等のフラボノイ

ド（毛細血管強化作用等）を多く含み、

また、新たな処理技術により、血圧低下

作用が知られているＧＡＢＡの増強が可
用が可能。4倍体 2倍体作用が知られているＧＡＢＡの増強が可

能。



＜取組事例＞ 高メチル化カテキン茶「べにふうき」（１９年度）

新需要創造対策③

平成１９～２２年平成１９～２２年

研研究究開開発発研研究究開開発発

平成５～１２年平成５～１２年 平成１３～１８年平成１３～１８年

事事業業拡拡大大事事業業拡拡大大実実用用化化実実用用化化

品種の開発
（野菜茶業研究所）

○ペットボトル飲料の全国販売○大学、民間企業との連携に
よる実用化検討

①基礎研究の充実
○「べにふうき」の栽培技術の確立

メチル化カテキン
が多い品種

｢べにふうき｣

①基礎研究の充実
・栽培特性の解明

・抗アレルギー作用機構の解明
・安全性の確認
・ヒトへの効果確認

○ブランド化の推進
統一マークの選定

○信頼性の確立
ＤＮＡ鑑別法の確立

べにふうき
を育成

※メチル化カテキ
ンの抗アレルギー
作用により花粉症

ヒトへの効果確認

②商品化に向けた検討
・効率的な抽出法

・渋みの改善
製造方法の検討

ＤＮＡ鑑別法の確立

○抗アレルギー効果を活用した
新商品の発売
ﾍﾞﾋﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰ 入浴剤など

関連製品の

市場拡大！
等を緩和

鹿児島県下で原料供給のための生産開始

・製造方法の検討 ﾍ ﾋ ｰﾊ ｳﾀ ｰ、入浴剤など

原料生産
（鹿児島県下）

契契

約約 民間企業

新需要創造対策事業による支
援

ペットボトル飲料等の販売開始

援

○「べにふうき」に関する情報提供
○新商品試作

○産地と企業のマッチング
○原料産地への支援（ソフト・ハード）



バイオ燃料地域利用モデル実証事業（バイオエタノール混合ガソリン事業）

国国地域協議会の役割地域協議会の役割 国の役割国の役割国国地域協議会の役割地域協議会の役割
・地域計画の作成・申請・地域計画の作成・申請
・関係者間の連絡調整・関係者間の連絡調整
・バイオ燃料の利用促進活動・バイオ燃料の利用促進活動
・事業の自主評価・事業の自主評価 等等

国の助成措置国の助成措置
（ハード（ハード 補助率１／２）補助率１／２）
バイオ燃料製造施設等の各種施設の整備費及び改修費バイオ燃料製造施設等の各種施設の整備費及び改修費 等等

国の役割国の役割
・地域計画の審査、事業採択・地域計画の審査、事業採択
・事業評価及び地域協議会に対する・事業評価及び地域協議会に対する
指導・助言指導・助言 等等ソフト事業

・バイオ燃料製造施設等の各種施設の整備費及び改修費・バイオ燃料製造施設等の各種施設の整備費及び改修費 等等
（ソフト（ソフト 補助率定額：５年間）補助率定額：５年間）
・地域協議会運営費・地域協議会運営費
・バイオ燃料の製造・流通段階における技術実証経費・バイオ燃料の製造・流通段階における技術実証経費

ソフト・ハード事業

地域協議会地域協議会
バイオ燃料の原料調達から燃料の供給まで一体とバイオ燃料の原料調達から燃料の供給まで一体と
なった取組みを支援なった取組みを支援

バイオ燃料の供給バイオエタノール

農業団体等 バイオ燃料実需者

バイオエタノール
製造事業者

バイオ燃料
混合事業者

バイオ燃料
供給事業者

原料の調達
市町村

原料 調達

バイオ燃料の供給

バイオ燃料製造の低コスト化（技術実証）



現 状
稲わら等の収集・運搬 バイオ燃料の製造・利用

体的体的

ソフトセルロース利活用技術確立事業

▼ バイオ燃料の需
要増加により食料

が

現 状

稲わら、麦わら、もみ殻などのソ稲わら、麦わら、もみ殻などのソ
フトセルロース系原料の効率的フトセルロース系原料の効率的

な収集・運搬の実証な収集・運搬の実証

収集・運搬されたソフトセルロー収集・運搬されたソフトセルロー
ス系原料からバイオ燃料を製造ス系原料からバイオ燃料を製造

食
料
供
給
と

食
料
供
給
と

一体的一体的
に取組に取組

供給との競合が懸
念

な収集 運搬の実証な収集 運搬の実証 と
競
合
し
な
い
ソ

と
競
合
し
な
い
ソ

集草・梱包等

発酵残渣の堆肥化

ソ
フ
ト
セ
ル
ロ
ー

ソ
フ
ト
セ
ル
ロ
ー

▼ 稲わら等未利用
のバイオマスは地
域に広く、薄く存在

補助率：ハード整備 １／２相当
燃料製造実証 定額

ー
ス
か
ら
バ
イ

ー
ス
か
ら
バ
イ

積込み・運搬等 Ｅ１０ガソリン等による走行実証Ｅ１０ガソリン等による走行実証
イ
オ
燃
料
を
製

イ
オ
燃
料
を
製

▼ 収集・運搬コスト
の低減やエネル

補助率：稲わら等の収集・運搬実証 定額 補助率：走行実証 定額

製
造
す
る
技
術
の

製
造
す
る
技
術
のギー変換効率の向

上等が課題
の
確
立

の
確
立研究室レベルの取組ではなく、研究室レベルの取組ではなく、フィールド実証でしか行い得ない、稲わら等の収集・フィールド実証でしか行い得ない、稲わら等の収集・

運搬をいかに効率的に行うことができるかといった実証を円滑に進めることが重要運搬をいかに効率的に行うことができるかといった実証を円滑に進めることが重要



都道府県の行政界を越える事業実施

～食品廃棄物等バイオマスの利活用推進～

バイオマスプラスチック製品の利用 利用した製品の回収

～バイオマスプラスチックリサイクル推進～

広 域 連 携 等 バ イ オ マ ス 利 活 用 推 進 事 業

△△県○○県

都道府県の行政界を越える事業実施 バイオマスプラスチック製品の利用 利用した製品の回収

購入費、委員会費、
普及促進費の支援

回収試験費、委員会
費の支援

食品工場
収集・運搬

食品工場 バイオマスの流れ

収集
収集・運搬 資材と廃棄農業生産食器 イベントで

の回収

変換

収集
運搬
変換
利用生ゴミ処理機

物の回
収

資材

農林水産物

の回収

回収ＢＯＸ
の活用

※１

 

スーパー、コンビニ等

運搬

スーパー、コンビニ等

収集・運搬スーパー、コンビニ等

農林水産物
を入れる容器

回収試験費 製造試験費の支援

回収した製品のリサイクル

スーパー、コンビニ
等）

（変換機器設置店
舗）

運搬

変換

収集・運搬

スーパー、コンビニ等

収集・運搬
スーパー、コンビニ等

生ゴミ処理機

回収試験費、製造試験費の支援

 

利用

運搬

スーパー、コンビニ等

バイオ
リサイクル

マテリアル
リサイクル

※１：国産原材料由来の
バイオマスプラスチ ク

利用
収集・運搬・変換

食品工場

スーパー、コンビニ等移動式一次処理機
器

ケミカル

リサイクル

バイオマスプラスチック
を利用する場合はリサ
イクルを行わなくても
支援できる。



低コスト・高効率なバイオ燃料生産技術の開発

温室効果ガス排出量削減に向けた技術開発の推進

・農林バイオマス３号機
小規模ガス化・発電、メ
タノール変換技術を開発。

・木質のアルカリ蒸解技術
木材中に含まれるリグニ
ンを除去するためアルカリ
による前処理法を開発。

糖化発酵法によるエタノール生産では、セ
ルラーゼの高機能化等の成果を取り入れ、
一連のシステム技術の開発を進める。

糖化発酵法によるエタノール生産では、セ
ルラーゼの高機能化等の成果を取り入れ、
一連のシステム技術の開発を進める。

バイオマス由来ガスを利用目的・形態に適
した炭化水素に変換する技術（ＢＴＬ）を開発
する。また、効率的な発電のためのバイオ
マス由来ガス生成技術を開発する。

バイオマス由来ガスを利用目的・形態に適
した炭化水素に変換する技術（ＢＴＬ）を開発
する。また、効率的な発電のためのバイオ
マス由来ガス生成技術を開発する。

食料供給と両立する低コスト・高効率な食料供給と両立する低コスト・高効率な

国産バイオマスエネルギー生産技術を開発国産バイオマスエネルギー生産技術を開発

・新規高分子素材生産技術
リグニンから新規高分子
素材を生産する技術の開
発に取り組み 従来の３倍

COOH

バイオマスマテリアル製造技術の開発革新的なＣＯ２吸収バイオマスの利用技術の開発

ＣＯ２直接利用技術の開発

温室効果ガスの排出量
の低減に直接つながる 発に取り組み、従来の３倍

の接着能力を有する金属
用接着剤を開発。

O OHOOC

木質バイオマス由来のエタノール製造に
おいて コスト低減に貢献する副生物利
木質バイオマス由来のエタノール製造に
おいて コスト低減に貢献する副生物利

の低減に直接つながる
バイオマス利用技術の
開発

CO2を効率的に吸収・固定しエネルギー等CO2を効率的に吸収・固定しエネルギー等

バイオマス利用モデルの構築・実証・評価

おいて、コスト低減に貢献する副生物利
用技術としてのリグニン利用技術の開発
を進める。

おいて、コスト低減に貢献する副生物利
用技術としてのリグニン利用技術の開発
を進める。

に変換することが期待できる藻類等バイオ
マスの利用技術を開発する。
に変換することが期待できる藻類等バイオ
マスの利用技術を開発する。

・テンサイ及び馬鈴しょを対象に、
新たな栽培技術の導入により、
エタノール生産に必要な栽培・
輸送工程のエネルギーが２０％
以上削減可能であることを試算。

エタノール発酵副産物を多段階利用
することで得られる経済的効果を評
価に加えること等により、ライフサイク
ルでのコスト及びエネルギー消費量
を削減する。



これまでに機能解明した遺伝子の例ゲノム情報の解明とその応用

〔これまでの成果〕

○ 平成16年に日本が中心となってイネの全塩基配
( ム)を解 ( の 率55 ) 白葉枯病抵抗性に関与する遺伝子列(ゲノム)を解読(日本の寄与率55 )

○ 草丈、出穂期、病害抵抗性等、農業上重要な遺
伝子を世界に先駆けて約100個特定。

多収性に関与する遺伝子 脱粒性に関与する遺伝子

○ これらの情報を活用し、従来の育種法では困難
であった、良食味でいもち病抵抗性を持つ品種
(中部125号)等を新たに開発。
た の技術を の育種に 用し 「 り

出穂性に関与する遺伝子

でに育種した の例

乾燥や低温耐性に関与する遺伝子

〔今後の取組〕

また、この技術を豚の育種にも応用し、「霜降り
豚」(ボーノブラウン)の育成に成功。

れまでに育種したイネの例

短稈コシヒカリ コシヒカリ コシヒカリ 中部125号

○ 単収１ｔの多収飼料用イネの開発(現在の単収：
700～800kg）や複合病虫害抵抗性イネ等、食料、
環境、エネルギー問題の解決に貢献する新たな品
種を育成

倒れにくくなる→台風に強い 良食味でいもち病抵抗性を持つ

の育種に 用した例種を育成。

○ イネゲノム研究で培われた技術を、他作物や畜
産にも応用し、耐湿性ダイズや抗病性豚など、農
業 場での問題の解 新需要の創造に なが

の育種に応用した例

業現場での問題の解決、新需要の創造につなが
る新たな品種を育成。

一般的な豚肉 霜降り豚（ボーノブラウン）



産 では 平成１９年３ に策定 た 産 知的財産 に基 き 全国 地の 的機関が る

農林水産分野の知的財産の活用に向けた新たな方策
～農林水産知的財産ネットワーク～

農林水産省では、平成１９年３月に策定された農林水産省知的財産戦略に基づき、全国各地の公的機関が有する農
林水産分野の知的財産の活用に向けた新たな取組として、「農林水産知的財産ネットワーク」を構築しました。

が国の 産 食品産業分野に ける研究開発は

農林水産知財は宝の山 ポータルサイトの開設
我が国の農林水産・食品産業分野における研究開発は、
最先端の研究等により新たな用途を開拓する非常に高付加
価値な技術も開発されるなど、諸外国に比較して技術優位性
を有すると考えられます。

今後は、多様な研究機関によって生み出されている様々な

「農林水産知的財産ネットワーク」ポータルサイトにより、農林水産業・食
品産業分野の知的財産情報を提供しています。 今後、さらに情報を充実
させていく予定です。

セミナー、イベント情報など皆様からの情報の提供をお待ちしておりま

研究成果をより円滑に産業界へ移転し、技術革新による農林
水産業・食品産業の競争力強化や新産業の創出を図ること
が重要となっています。

。

農林水産知的財産ネットワークの構築に向けて

農林水産省では、知的財産情報の積極的な発信や専門家
間の情報交流の促進による相互支援体制の構築等を図る
「農林水産知的財産ネットワーク」の構築に向け、農林水産
分野の知的財産に関 る 体（ 府県 大学 技術

農林水産知的財産ネットワ クの構築に向けて

農林水産知的財産ネットワークポータルサイト

http://www.aff-chizai.net分野の知的財産に関わる団体（都道府県、大学、技術移転
機関、独立行政法人研究機関など）、個人の方々に参画を呼
びかけているところです。

本ネットワークの趣旨をご理解いただき、皆様方の参画を
心よりお願い申し上げます。

http://www.aff chizai.net

サ トの

・ポータルサイトをより充実
・品種・特許統合検索システム「aff-chizaiサーチ」を使いやすく改良

平成２１年度の取組
サイトの

ご利用は無料!

・研究者向けセミナーを開催 (7月：盛岡、9月福山）
・グループワークを取り入れた実践的なワークショップを開催 （9～10月：東
京、10月～11月：名古屋）
・アグリビジネス創出フェアで知財シンポジウムを開催(11月26日：幕張メッセ）



農林水産知的財産ネットワーク入会状況 （平成２１年１２月１日現在）

大学 ３９大学（４０件）

道

都道府県 ４１都道府県（８２件）都道府県 ４２都道府県（８８件） ＴＬＯ １７機関

北海道大学 静岡大学
弘前大学 神戸大学
山形大学 広島大学
筑波大学 愛媛大学
宇都宮大学 鳥取大学

青森県 愛知県 徳島県
秋田県 岐阜県 愛媛県
岩手県 福井県 高知県
山形県 三重県 大分県

青森県 愛知県 徳島県
秋田県 岐阜県 愛媛県
岩手県 福井県 高知県
山形県 三重県 大分県

（株）新潟ＴＬＯ
(株)東北テクノアーチ
（株）筑波リエゾン研究所
(財)日本産業技術振興協会
（株）東京大学TLO

宇都宮大学 鳥取大学
茨城大学 島根大学
千葉大学 徳島大学
東京大学 香川大学
東京海洋大学 高知大学
東京農工大学 九州大学

山形県 三重県 大分県
宮城県 滋賀県 福岡県
福島県 和歌山 長崎県
群馬県 大阪府 佐賀県
茨城県 奈良県 鹿児島県
栃木県 京都府 沖縄県

山形県 三重県 大分県
宮城県 滋賀県 福岡県
福島県 和歌山 長崎県
群馬県 大阪府 佐賀県
茨城県 奈良県 宮崎県
栃木県 京都府 鹿児島県

（株）東京大学TLO
農工大ティー・エル・オー（株）
特定非営利活動法人海事・水産振興会
（株）信州ＴＬＯ
(株)豊橋キャンパスイノベーション

東京農工大学 九州大学
信州大学 明治大学
岐阜大学 九州工業大学
日本大学 熊本大学
長崎大学 鹿児島大学
宮崎大学 福井県立大学

栃木県 京都府 沖縄県
埼玉県 兵庫県
千葉県 鳥取県
山梨県 岡山県
新潟県 広島県

栃木県 京都府 鹿児島県
埼玉県 兵庫県 沖縄県
千葉県 鳥取県
山梨県 岡山県
新潟県 広島県

関西ティー・エル・オー（株）
（株）テクノネットワーク四国（四国ＴＬＯ）
（株）産学連携機構九州（九大ＴＬＯ）
(株)みやざきTLO
有限会社 大分ＴＬＯ

宮崎大学 福井県立大学
秋田県立大学 中村学園大学
酪農学園大学 日本医科大学
麻布大学 玉川大学
豊橋技術科学大学

長野県 島根県
富山県 山口県
静岡県 香川県

長野県 島根県
富山県 山口県
静岡県 香川県

有限会社 大分ＴＬＯ
（株）長崎ＴＬＯ
（株）鹿児島TLO
（財）くまもとテクノ産業財団

その他 １０２件
（企業・特許事務所・個人等）

橋技術科
酪農学園大学短期大学部
奈良先端科学技術大学院大学

独立行政法人・公益法人等 １６機関

計計 ２１６機関等２１６機関等※※

（２６３件）

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 （社）農林水産先端技術産業振興センター
（独）農業生物資源研究所 （財）奈良県中小企業支援センター
（独）農業環境技術研究所 （財）くまもとテクノ産業財団
（独）国際農林水産業研究センター （財）岩手生物工学研究センター
（独）森林総合研究所 （財）東京都農林総合研究センター

国土交通省北海道開発局 (独)種苗管理センター
（独）農業・食品産業技術総合研究機構 （地独）岩手県工業技術センター
（独）農業生物資源研究所 （独）農業環境技術研究所
（財）岩手生物工学研究センター （財）東京都農林総合研究センター農林水産振興財団

（独）国際農林水産業研究センター （財）久留米市みどりの里づくり推進機構
※同一機関内の複数の部署からの申し込みを
１つの機関として整理した数。

（ ）の件数は実際の入会件数であり、同一機
関内の複数部署を含む数。

（独）森林総合研究所 （財）東京都農林総合研究センタ
（独）水産総合研究センター （財）久留米市みどりの里づくり推進機構
（独）水産大学校 （地独）岩手県工業技術センター
(独)種苗管理センター

（独）国際農林水産業研究センタ （財）久留米市みどりの里づくり推進機構
（独）森林総合研究所 （財）奈良県中小企業支援センター
（独）水産総合研究センター （社）農林水産先端技術産業振興センター
（独）水産大学校
（社）ＪＡ総合研究所



平成20年度 農林水産知的財産ネットワークの主な活動状況

農林水産知的財産実務者の人材育成農林水産知的財産実務者の人材育成 農林水産知的財産情報の一元化農林水産知的財産情報の一元化農林水産知的財産実務者の人材育成農林水産知的財産実務者の人材育成

農林水産・食品分野の新技術導入のため
には 権利者と事業者の間を仲立ちする知
財実務者がカギ！

農林水産知的財産情報の 元化農林水産知的財産情報の 元化

ポータルサイトのリニューアル
－ 会員向けページの新設
－ 特許・品種の活用事例の収集財実務者がカギ！

【平成20年度カリキュラム（4日間コース）】
農林水産・食品分野の知的財産をめぐる状況
市場性の検討とマーケティング
発明の抽出 請求項の構成

－ 「ニュースの窓」

発明の抽出、請求項の構成
契約書作成実務、交渉学 等々

【実施状況】

平成２０年１０～１２月に東京・大阪の２ヶ所にお
いて少人数での参加型ワークショップを実施。

大学知財本部、独法知財担当者、公設試知財担
当者、弁理士、技術士等、農林水産・食品分野に関
連する者が参加。

【参加者の声】
●大変勉強になりました。新たなる発見も多くありま
したので、今後の実務に活かして行きたいと思います。
●講師の説明が非常に分かり易かった。ロールシュミ 品種情報と特許情報を一元●講師 説明 非常 分 易 。
レーションは初めての体験であったが、書いた物の説
明と違い非常に新鮮で考え方を変えることが必要と感
じた。●研究成果を実際に売り込む立場の人々の考え
方がよりわかったことにより、研究する立場として課
題の設定や成果のまとめがうまくいきそうな気がしま

的に検索できる統合検索シス
テム「aff-chizaiサーチ」の構
築（３月オープン）

題の設定や成果のまとめがうまくいきそうな気がしま
す。
●今の課題をクリアするブレイクスルー思考に活かせ
ると思う。また、保有する知財の棚卸しをする際にも
異なる視点で見ることができるように活かしたい。



農業の現場における知的財産取扱指針

「農業の現場における知的財産取扱指針」のポイント「農業の現場における知的財産取扱指針」のポイント

○ 新しい技術を「知的財産」としてどのように活用するのか？

・ 「自ら活用して生産、販売」、「他者に使用させて使用料を徴収」、「技術を使用する権利を販売」のいずれ

か。

・ 農業者自身の経営・販売戦略や技術の使用範囲等を勘案して 活用方法を検討することが必要・ 農業者自身の経営・販売戦略や技術の使用範囲等を勘案して、活用方法を検討することが必要。

○ 新しい技術を「知的財産」として保護・活用するための手段にはどのようなものがあるの
か？

・ 活用するための手段は、①権利化（特許権又は実用新案権を取得）、②秘匿、③公開、の３つ。

・ 権利化を選択する場合、権利化自体が目的ではなく、権利化後の活用方策を見通しておくことが必要。

・ どの手段を選択するにしても、技術の「文書化」が必要。

○ 各手段を選択する場合にはどのような点に留意すればよいのか？

・ 権利化の場合、海外での権利化、特許出願の範囲、他の権利との複合的活用等の検討

が必要。

・ 秘匿の場合、秘密保持のための措置や、先使用権による保護等の検討が必要。

○ 相談・支援体制にはどのようなものがあるのか？

特許流通 ドバイザ や弁理士等 専門家を活用・ 特許流通アドバイザーや弁理士等の専門家を活用。



（事例１）

農業現場における特許権の活用事例

（事例 ）①遠赤外線放射機能付き石油 ト ブ（事例１）

①かぼちゃの空中栽培法と空中栽培装置

（平成2年出願、平成7年登録）
②かぼちゃの空中栽培法

（事例２）①遠赤外線放射機能付き石油ストーブ

②干し柿加工法

（いずれも平成10年出願、平成13年登録）

（平成5年出願、平成8年登録）
特許の内容：アーチ型パイプの上

にネットを覆い、その上にカ
ボチャの茎葉をはわせ、空

特許の内容：①遠赤外線放射機能付き石油ストーブ

②①の装置により、短期間で柿を乾燥させ、
硫黄薫蒸に代えて熱湯浸漬により殺菌するボチャの茎葉をはわせ、空

中で果実を着果、肥大させ
ることを特徴とした栽培法
及びその装置

硫 薫 代 湯浸
干し柿の製造方法

権利者：個人（北海道）

権利取得後の状況：独自の栽培
方法により、一般的な栽培
カボチャとの差別化を図りカボチャとの差別化を図り、
高価格販売を可能にしたく
権利を取得。現在、生産組
合を組織し、空中で栽培さ
れたカボチャを「空飛ぶパ 権利者：個人（福島県）れたカボチャを「空飛ぶパ
ンプキン」として商標登録し、
ブランド品として通常の約２
倍の価格で取引されている。
今後もブランドイメージを販

※ 病害虫の発生が
少なく、高品質な果
実が生産され、収穫
作業の軽減化が可

権利者：個人（福島県）

権利の活用状況：

地域の干し柿生産者に乾燥機を販売するとともに、

製造方法を指導。

4

売戦略としていくため、権
利を維持。

※特許公開情報をもとに、農林水産省にて権利者に聞き取り調査

能。
製造方法を指導。

製造期間の短縮によりお歳暮用の販売が増加。

殺菌剤を使用しない無添加がセールスポイント



２ 地域ブランド



ポイント： 地域の独自性を活かした自発的な取組＋全体を見通した戦略

農林水産物・食品の地域ブランドの取組課題

① 商品の対象等ブランドコン
セプトを明確にした販売戦

流通・販売

商品の地域ブランド化の

継続・発展
① 「地域の現状・課
題」と「商品と自然

セプトを明確にした販売戦
略

② デザイン・アピール方法
等消費者 情報を伝 方

① 継続的なブラ

商品の地域 ランド化の
検討

題」と「商品と自然、
歴史等地域の結びつ
き」を認識

② 「もの」の基本的な

等消費者に情報を伝える方
法の工夫

③ 使用基準の策定や商標

ンド管理

② 取組の検証、
効果の確認

② 「もの」の基本的な
価値（食味、栄養等
の品質）の明確化

③

③ 使用 準 策定 商標
権の取得等、名称・マーク
の管理

効果の確認

③ （必要に応じ）

商品の改良、関
連商品の開発等

③ 目指す方向の明確
化と戦略の確立

④ 継続的な取組体制 ① 生産量の確保、技術の
標準 等 生産体制 整

連商品の開発等

④ 取組を担う人
材の育成

生産体制・品質確立

④ 継続的な取組体制
の整備 標準化等、生産体制の整

備

② 栽培基準や出荷基準の② 栽培 準 荷 準
作成等、生産・出荷に当
たっての品質管理



○ 地域独自の価値を見いだし、それを価値ある産品として販売する「地域ブランド戦略」

農林水産物・食品の地域ブランド

農林水産物・食品における地域ブランドによる経済効果

○ 地域独自の価値を見いだし、それを価値ある産品として販売する「地域ブランド戦略」
は、大量生産・低コスト化を目指すことのできない国内産地の生き残り策として重要。

農林水産物 食品における地域ブランドによる経済効果

だだちゃ豆
（山形県ＪＡ鶴岡等）

関あじ・関さば
（大分県漁業協同組合
佐賀関支店）

夕張メロン
（北海道ＪＡ夕張市）

キロ単価が上昇（平成元年483円
から平成15年1 002円に ）

佐賀関支店）

価格が上昇（さばの価格が、取組前は
200円～300円/kgだったものが、90年代 キロ単価が一般品の約1.5倍（平成20年

では 般品429円/kgに対して夕張メロ

ブランド農林水産物の具体的事例

から平成15年1,002円に。）末には最高3,400円/kgに。） では一般品429円/kgに対して夕張メロ
ンは645円/kg）

紀州南高梅干し【馬路村のゆず加工品（高知県）】
○新たな商品開発への取組
・ぽん酢醤油、ゆずジュース、ゆず茶、ゆず化粧水など新商品の開発
→ ・ ゆずの生産量が拡大（耕作放棄地なし）：1975年の95トンから2006年の700トンに

・ ゆずの販売額（加工品を含む）の増加：1976年の3千万円から2006年の33億4千万円に

・ ゆず加工工場が雇用の場に：従業員数が1980年の2人から2006年の72人に

○優れたマーケティング戦略
・ゆずジュースに「ごっくん馬路村」 ゆず化粧水に「ミス馬路村」など・ゆずジュースに「ごっくん馬路村」、ゆず化粧水に「ミス馬路村」など
親しみやすいネーミング（これらの名称を商標登録）

・村の広報誌「月刊ゆずの風新聞」を発行し、消費者との関係強化

→ ・ 観光客が増加、1993年の5万人から1996年の8万人に



海外で人気のブランドいちご「あまおう」

販売
植物新品種の育成

品種名：「福岡Ｓ６号」
（植物新品種）

商標：「あまおう」

（商品のマーク・ブランド）

・育成者：福岡県 ・商標権者：ＪＡ全農（福岡）

・大粒で、真っ赤な色とツヤの
ある輝きが特徴。

・ 「あかい」「まるい」「おおきい」「うまい」の
頭文字をとって「あまおう」。

ロシア

・「あまおう尽くし」等の福岡
フェアでＰＲ。

・高級果物として人気を獲得。

日本

約5,000円

約1 200円
アメリカ

台湾

香港 500～800円
日本約1,200円

タイ

シンガポール 約1,600円

約1,200円
タイ

約2,000円

(注)金額は１パック(300g)の小売価格
平成21年3月知的財産課調べ



取組対象：芽室メークイン

馬鈴薯（メ クイ ）をブラ ド

農林水産物・食品地域ブランド化支援事業の実施例
○ 平成２１年度の事業実施地区として、３５地区を認定

取組対象：祖父江ぎんなん

地域の特産品である「祖父江
ぎんなん」を地域ブランド化
（愛知県 宮市）

馬鈴薯（メークイン）をブランド
化（北海道河西郡芽室町）

取組対象：チューリップ球根

付加価値をつけたチューリップ
（冬咲、モザイク
花壇）によるブラ
ンド化（富山県（愛知県一宮市） ンド化（富山県
砺波市）

取組対象：豊前棚田ゆず、ゆず
ペースト

取組対象：米「つや姫」
食味官能試験においてコシヒカ
リを上回る結果を得た「つや姫」
のブランド化（山形県山形市）ト

「豊前棚田ゆず」、「ゆずペー
スト」の二次加工品開発とブラ
ンドの確立（福岡県豊前市）

取組対象：安納いも（さつまい
取組対象：十郎梅

取組対象：殻付き一粒かき取組対象：安納いも（さつまい
も）

糖度の高い食味とねっとりとし
た肉質の安納いものブランド化
（鹿児島県西之表市）

小田原の「十郎梅」のブランド
化（神奈川県小田原市）

取組対象：殻付き一粒かき
「安芸の一粒」
独自の養殖方法
により生産した
「安芸の一粒」
ブ ド化

9

のブランド化
（広島県廿日市市）



食と農林水産業の地域ブランド協議会

設立の趣旨
【個人】 ※ 線は会長

発起人
【 団体 】農林水産物・食品の地域ブランド

化に向けた各地域の取組を効果的
なものにし、全国に広げていくため、
農林水産物・地域食品の地域ブラン

【個人】 ※下線は会長。

荒井 寿光 （知財評論家（元特許庁長官））

荒蒔康一郎 （キリンホールディングス株式会社相談役、
前日本経済団体連合会農政問題委員会
共同委員長）

征彦

【 団体 】
・財団法人魚価安定基金
・財団法人食品産業センター
・全国農業協同組合連合会
・社団法人農林水産先端技農林水産物 地域食品の地域ブラン

ド化に取り組む主体と地域ブランド
化を支援する者が広く参集し、情報
提供・交換、交流等を行い、地域ブ
ランドの取組を進展させる

上原 征彦 （明治大学大学院グローバルビジネス研
究科教授、前食料・農業・農村政策審議会
会長）

大木美智子 （消費科学連合会会長）

金子 和夫 （（株）日本総合研究所上席主任研究員）

・社団法人農林水産先端技
術産業振興センター
・社団法人全国木材組合連
合会

ランドの取組を進展させる。
澁澤 栄 （東京農工大学大学院教授）

土肥 一史 （一橋大学大学院国際企業戦略科教授）

林 良博 （東京大学大学院農学生命科学研究科
教授、食料・農業・農村政策審議会会長）

１ 会員が実際に集まる活動

協議会の活動

１ 会員が実際に集まる活動
・ 講演会、パネルディスカッション、セ
ミナー等の開催
・ 会員同士の交流・情報交換

設立総会の概要

平成19年11月21日
設立日

会員数４５１名
地域ブ ド取組主体

現在のメンバー
（平成２１年９月２４日時点）

２ ホームページやメールを活用
した活動
・ 先進的取組事例の紹介

・ 地域ブランド化に取り組む地域や

■ 設立総会（参加者 １２５名）
協議会の規約の決定、会長の選任等
■ パネルディスカッション
テーマ：「農林水産物・地域食品の地域ブランド確立への課題」

設立総会の概要
・地域ブランド取組主体

８２名
・支援団体（個人・法人）

１１５名
・加工・流通団体 ４１名
地方公共団体 １０８名・ 地域ブランド化に取り組む地域や

取組を支援をしようとする方の紹介

・ 地域ブランドをめぐるさまざまな情
報（政策動向、支援事業など）の提供

農
コーディネーター：金子和夫 （協議会発起人）
パネリスト：
東谷望史 （馬路村農業協同組合代表理事組合長）
井口義朗 （三ケ日町農業協同組合営農センター部長）
宮本 修 （東京青果（株）常務取締役）

・地方公共団体 １０８名
等

宮本 修 （東京青果（株）常務取締役）
白田典子 （（有）良品工房代表取締役）

※内容は「食と農林水産業の地域ブランド協議会」ホームペー
ジ（http://syoku-brand.com/）で公開中。



○ 商標法の改正によって、平成１８年４月１日より、地域団体商標制度が施行、出願受付がスタート。

農林水産分野における地域団体商標制度の活用

標法 改 、 、 標 度 、 願

○ 地域団体商標制度とは、地域の名称と商品（役務）の名称等からなる商標について、一定の範囲で

周知となった場合には、事業協同組合や農業協同組合等の団体が、その構成員に使用させる「地域

団体商標」として登録することを認める制度。

※ これまで、地域名と商品（役務）名からなる商標は、全国的に周知となった場合又は図形との組合せでなけれ
ば登録できなかったが、本制度により地域名を冠した商標登録が容易になった。

のみからなる文字商標を保護

地域団体商標制度 登録査定された地域団体商標の例

商標 出願人 都道府県

十勝川西長いも 帯広市川西農業協同組合 北海道

「地域名」＋「商品名（役務名）」

■要件
○出願人が組合等の団体であること

（農協、漁協、商工組合等）
○地域名と商品（役務）に密接関連性があること

十勝川西長いも 帯広市川西農業協同組合 北海道

たっこにんにく 田子町農業協同組合 青森県

小田原かまぼこ 小田原蒲鉾水産加工協同組合 神奈川県

加賀みそ 石川県味噌工業協同組合 石川県

地域団体商標の現状

○地域名と商品（役務）に密接関連性があること
○使用による一定程度の周知性があること 等

加賀みそ 石川県味噌工業協同組合 石川県

飛騨牛乳 飛騨酪農農業協同組合 岐阜県

松阪肉 松阪農業協同組合 他 三重県

京つけもの 京都府漬物協同組合 京都府
【出願状況（平成２１年１０月２６日現在）】

総出願件数 ９１３件

（うち農林水産物・食品 ６２４件）

【 】

京つけもの 京都府漬物協同組合 京都府

関さば 大分県漁業協同組合 大分県

知覧茶 南さつま農業協同組合 鹿児島県

沖縄 ば 沖縄生麺協 組合 沖縄【登録査定状況（平成２１年１０月２３日現在）】

登録査定総数 ４４３件

（うち農林水産物・食品 ２２６件）

沖縄そば 沖縄生麺協同組合 沖縄県



３ 育成者権



新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである「育成

品種登録と育成者権の付与・保護

新たに植物品種を育成した者は、国に登録することにより、知的財産権のひとつである 育成
者権」を得て、登録品種の種苗、収穫物、加工品の販売等を独占できる。

登録の要件
区別性 均 性

育成者
（新品種） 農林水産省知的財産課

↓
審査 登録

出 願
・区別性 ・均一性
・安定性
・未譲渡性（最初の販売
から1年以内。外国にお
いては4年以内。）
名称の適切性

育成者権
権利の存続期間：

２５年（永年性植物は３０年）

審査・登録

権利付与

民事上の請求
差止請求

・名称の適切性

登録品種の「種苗」、「収穫物」
「加工品」を、業として
利用する権利を専有。

・ 差止請求
侵害の停止・予防、侵害物等の廃棄を請求

・ 損害賠償請求・不当利得返還請求
侵害した者に対し、損害賠償を請求
信用回復の措置の請求

利用する権利を専有。

利用料 許諾 侵害への対応

・ 信用回復の措置の請求
業務上の信用を回復するのに必要な措置（謝罪
広告の掲載等）を請求

刑事罰
利用者

刑事罰
・ 懲役又は罰金
個人：１０年以下の懲役又は１０００万円以下の罰金

（併科可能）
法人 ３億円以下の罰金

無断利用者

［育成者権の効力の範囲外の行為］
試験 は研究 目的 利用

関税法による措置
税関において、育成者権侵害物品の輸出入取り締まり

法人：３億円以下の罰金・ 試験又は研究の目的での利用
・ 農業者の自家増殖
・ 権利の消尽



育成者権の例
コシヒカリ新潟ＢＬ ～おいしさを保ったまま、病気に強い稲～

育 成 者 新潟県育 成 者：新潟県

品種登録：2000年12月22日
特 徴：

コシヒカリの食味の良さはそのままで、いもち病に対する抵抗性遺伝子をもつ品種です。

もち病 た 発生する 稲収量 大幅な減収 も 食味 低 繋がる 刻な病害いもち病はいったん発生すると、稲収量の大幅な減収とともに食味の低下に繋がる深刻な病害で

あり、特にコシヒカリはいもち病に弱いことで知られていますが、新潟ＢＬ１号ではそのリスクが回

避されるため、生産者から強く支持されています。また、従来のコシヒカリ栽培時に防除目的で使

用されていた農薬の使用量も減少するため、消費者の食品安全の観点からも評価されています。

ぽろたん ～渋皮が簡単に剥けるクリ～

育 成 者：（独）農業・食品産業技術総合研究機構
品種登録：2006年８月22日
特 徴特 徴：

一般に日本グリは、中国グリと比べ果肉のやわらかさや果実の大きさなどの点で優れるものの、渋
皮がむきにくいという欠点があるため、味が良くて渋皮がむきやすい日本グリを育成するため交雑・
選抜を行い、渋皮が簡単にむける画期的な品種「ぽろたん」の育成に成功しました。 本品種は、果
実が大きく食味に優れるとともに、家庭用のオーブントースターや電子レンジで加熱するだけで簡単
に渋皮をむくことができます。

シャインマスカット ～皮ごと食べられるマスカット～

育 成 者：（独）農業・食品産業技術総合研究機構育 成 者：（独）農業・食品産業技術総合研究機構

品種登録：2006年３月９日
特 徴：

大粒で食味が良く、栽培も容易な品種です。

また 種がなく 皮ごと食べることができますまた、種がなく、皮ごと食べることができます。

消費者の好みが多様化している中、ぶどう主力品種の巨峰に代わる新たな人気品種として、栽培農家

からも注目を集めています。



新品種の出願・登録の状況

登録件数

8000

90002500
平成20 年度 出願：1,246(うち外国育成462）

登録：1,192（うち外国育成365）
平成20年度末の有効な登録件数：7,887（うち外国育成2,357）

有効な登録件数

7,887

登録件数

6000

7000

1500

2000 平成20年度までの出願累計：23,657（うち外国育成7,482）
登録累計：18,154（うち外国育成5,232）

出願件数

3000

4000

5000

1000

1500
登録件数

1000

2000

3000

500
出願件数のうち
外国育成件数

00

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

我が国における年間登録件数は、ＥＵ、米国に次いで世界第３位となっている

ＵＰＯＶ加盟国における登録件数上位６か国・地域（平成20年1月から12月の１年間合計）
① EU 2,211、② 米国 1,589、③ 日本 1,236、④ ウクライナ 704、⑤ ロシア639、
⑥中国489 ※ＵＰＯＶ加盟国合計 10,445件



（１）UPOV条約の概要

国際的な植物新品種の保護の枠組み

ＵＰＯＶ（ユポフ）条約は1968年に発効し、締約国は全世界で67カ国（ＥＵを含む）

（Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales：植物の新品種の保護に関する国際条約）

目 的
新しく育成された植物品種を各国が共通の基本的原則に従って保護することに
より、優れた品種の開発、流通を促進し、もって農業の発展に寄与することを目的

ＵＰＯＶ加盟国ＵＰＯＶ加盟国((６７カ国・地域）６７カ国・地域）

とする。

このため、ＵＰＯＶ条約においては、新品種の保護の条件、保護内容、最低限の保
護期間、内国民待遇などの基本的原則を定めている。

91年条約（新条約） 78年条約（旧条約）

保護対象植物
全植物（締結後10年間の
猶予）

24種類以上
※参考
ＷＴＯ加盟国：１５３カ国・地域

猶予）

育成者権の及
ぶ範囲

種苗、収穫物 種苗のみ

育成者権の存 登録から20年以上 登録から15年以上

ＷＩＰＯ(世界知的所有権機関）
加盟国：１８４ヵ国・地域

（２００９年７月現在）
続期間 永年性植物は25年以上 永年性植物は18年以上

東アジアの

加盟国と加盟年

日本（1998年）
韓国（2002年）

中国（1999年）

（２００９年７月現在）

シンガポール（2004年）
ベトナム（2006年）

※ＵＰＯＶには新・旧の条約が併存しており、保護対象・権利の範囲等が異なる



育成者権の効力と許諾

登録品種の種苗を その植物を対象とした品種保護制度のない国に持ち出す場合には 育成者権者

国内

登録品種の種苗を、その植物を対象とした品種保護制度のない国に持ち出す場合には、育成者権者
の許諾が必要。

育成者権者

許諾（通常利用権）

国内

海外

種苗会社等

（増殖）

許諾（通常利用権）

収穫物の生産保護を認めている国

（再許諾を要しない）

（特段の契約がなければ）

（増殖）

販売
輸出

（再許諾を要しない）
合法

日本の種苗法では

取り締まれない

小売店

改めて権利
者の許諾は

違法
無断増殖

販売

保護を認めてない国

（要再許諾）

輸入

取り締まれない

生産者等

者の許諾は
要しない。

種苗増殖

（要再許諾）

販売 輸入

国内消費・第３国への輸出

（要再許諾）

注：通常利用権の許諾契約で特段の定めがある場合を除く。



－我が国の登録品種が外国に持ち出され、逆輸入される侵害が顕在化

登録品種に係る侵害事例

植物名 品種名 権利者 概 要

いんげん
豆

雪手亡 北海道
中国に種苗が持ち出され、その収穫物が我が国に輸入、販売されていたことが、平成１３年に北海道が輸
入品をＤＮＡ検査して判明した。
北海道からの警告により、輸入業者は中国からの高級白あん原料用いんげん豆の輸入を自粛。

小 豆
きたのおとめ
しゅまり

北海道
中国に種苗が持ち出され、その収穫物が我が国に輸入されていたことが、平成１６年に北海道が輸入品を
ＤＮＡ検査して判明した。
北海道からの警告により、輸入業者は中国からの日本品種の小豆の輸入を自粛。

レッドパール
(H2011満了)

個人
育種家

平成１０年に韓国内の一部の生産者に利用を許諾したが、平成１２年頃、増殖されて我が国に逆輸入。権
利者が輸入業者を相手に裁判を起こし和解したが 現在も韓国国内における栽培は継続中

いちご

(H20.11満了) 育種家 利者が輸入業者を相手に裁判を起こし和解したが、現在も韓国国内における栽培は継続中

章姫
(H19.1満了)

個人
育種家

平成８年に韓国内の一部の生産者に利用を許諾したが、平成１２年頃、増殖されて我が国に逆輸入。現在
も韓国国内における栽培は継続中

①平成１３年、「東京都中央卸売市場青果物速報」に韓国産「とちおとめ」の入荷状況が記載。栃木県よ
り 市場関係者に調査を実施したが 物的証拠は得られず 栃木県より許諾先の業者に文書で注意喚起

とちおとめ 栃木県
り、市場関係者に調査を実施したが、物的証拠は得られず。栃木県より許諾先の業者に文書で注意喚起。
②平成１７年、韓国農水産物流公社が作成した韓国国際展示会のパンフレットに「韓国産イチゴ」として、
「とちおとめ」、「さちのか」が記載。

いぐさ ひのみどり 熊本県

中国に種苗が持ち出され、栽培されているとして、平成１５年１２月、熊本県が、関税定率法に基づき輸
入差止めを申立て。平成１７年３月、長崎税関八代支署が八代港から輸入されようとした「ひのみどり」
のいぐさを摘発し 刑事告発 平成１７年１１月７日に熊本地検が起訴し 平成１８年２月１日 業者にいぐさ ひのみどり 熊本県 のいぐさを摘発し、刑事告発。平成１７年１１月７日に熊本地検が起訴し、平成１８年２月１日、業者に
対し罰金百万円、同社長に対し懲役１年６ヶ月執行猶予４年、いぐさ約８.８ｔの没収を命じる判決を言い
渡した。

おうとう 紅秀峰 山形県

オーストラリアに種苗が違法に持ち出されたとして、平成１７年１１月１６日、山形県が、種苗法に基づ
き豪州で果実の生産・販売を営む者等を刑事告訴した。平成１９年７月、山形県は平成２４年まで輸出し
な と等を条件に和解

おうとう 紅秀峰 山形県
ないこと等を条件に和解。
中国においても、種苗が違法に持ち出され、流通しているとの情報が寄せられている。

カーネー
ション

ヒルチェルテス
等４品種

種苗会社
（２社）

中国で種苗が増殖され、母の日を前にその収穫物が我が国に輸入。育成者権者は、平成１８年５月１１日、
輸入業者に警告し同年１２月、輸入業者が謝罪金を支払うことで合意。さらに、平成１９年５月、別の輸
入業者の輸入品に同様の収穫物を発見し、輸入業者に対して警告を行っている。入業者 輸入品 同様 収穫物を発見 、輸入業者 対 警告を行 る。

輪菊 岩の白扇 種苗会社
中国に種苗が持ち出され、その収穫物が我が国に輸入。育成者権者は、平成１８年６月２日、輸入業者に
警告。その後、輸入業者とは和解が成立。なお、平成１６年にも同様の侵害があった。

（資料：新聞報道）



東アジアでは植物品種保護東アジアでは植物品種保護

東アジア地域における品種保護制度の整備

日本のイニシアチブにより 平成２０年７月 常設的な日本のイニシアチブにより 平成２０年７月 常設的な

東アジア植物品種保護フォーラム東アジア植物品種保護フォーラム
東アジアでは植物品種保護東アジアでは植物品種保護
制度の未整備な国が多い制度の未整備な国が多い

・・ 日本のイニシアチブにより、平成２０年７月、常設的な日本のイニシアチブにより、平成２０年７月、常設的な

情報交換の場を設置情報交換の場を設置

・・ 参加国：参加国： 日中韓＋日中韓＋ASEAN  13ASEAN  13ヶ国ヶ国

各国で持ち回りで開催

第１回：日本（平成20年7月）
第２回：中国（平成21年4月）第２回：中国（平成21年4月）

専門家の派遣やセミナーの開催等の多様な協力活動によ専門家の派遣やセミナーの開催等の多様な協力活動によ
る、東アジア全体の植物品種保護制度のレベルアップる、東アジア全体の植物品種保護制度のレベルアップ

UPOV91UPOV91年条約年条約 全植物（加盟後全植物（加盟後1010年以内）年以内）

保護対象植物保護対象植物

UPOV91UPOV91年条約年条約 全植物（加盟後全植物（加盟後1010年以内）年以内）

UPOV78UPOV78年条約年条約 2424種類以上種類以上

UPOVUPOV非加盟非加盟 －－



「安代りんどう」の輸出による世界ブランド化戦略安代り う」 輸 世界 ラ 戦略

EU市場

NZ・チリと契約して周年供給

日本

米国市場
ラブリーアシロ

4,500万円

切り花輸出

種・苗
供給

660万円

8万円切り花輸出

チリ5万円
12万円

8万円

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾗ

平成21年3月知的財産課調べ



品種保護Ｇメン

新しい品種を育成して品種登録を行われた方（育成者権者）

品種保護Ｇメンの行う主な活動

新しい品種を育成して品種登録を行われた方（育成者権者）
の権利の保護・活用が円滑に行われるよう支援します。

品種保護Ｇメンの行う主な活動

１．育成者権の保護・活用に関する相談への助言

２．育成者権を侵害しているか否かの判断を支援
するための品種類似性試験の実施するための品種類似性試験の実施

３．育成者権の保護・活用に関する情報の提供

４ 育成者権侵害状況記録の作成４．育成者権侵害状況記録の作成

５．証拠品保管のための種苗等の寄託

メ の配置Ｇメンの配置

北海道中央農場 ２名 上北農場（青森） ２名 つくば本所 ５名

八ヶ岳農場（長野） ２名 西日本農場（岡山) ３名 雲仙農場（長崎） ２名八ヶ岳農場（長野） ２名 西日本農場（岡山) ３名 雲仙農場（長崎） ２名

沖縄農場 ２名 計１８名（平成２１年度）



登録品種の標本・DNA保存等事業

登録品種の標本・ＤＮＡ保存
ＤＮＡ品種識別技術等

の実用化

①植物体の保存 「妥当性確認のための標準的な
手順」に基づき 開発された植

②ＤＮＡの保存

手順」に基づき、開発された植
物種毎のＤＮＡ品種識別技術の
妥当性を確認・実用化

妥当性（再現性）の
確認方法の確立

◇ 登録品種の権利の範囲が確定可能

◇ 育成者権者の権利行使における環境が整備

◇ 国際間紛争にも活用できるＤＮＡ品種識別技術が確立

◇ 地域ブランドの信頼性確保のための技術基盤が確立



国が中心とな て 主要なＤＮＡ品種識別技術の開発を行 ている

ＤＮＡ品種識別技術の開発状況（収穫物）

・国が中心となって、主要なＤＮＡ品種識別技術の開発を行っている。
・下記の他に２４種類の植物について現在、技術開発中。

作物名 プロジェクト研究等による平成20年度までの成果
（農林水産省のホームページで分析方法を紹介）

稲・米飯 ・ ５０品種以上が識別可能稲・米飯 ・ ５０品種以上が識別可能

イチゴ ・「とちおとめ」、「あまおう」等１２５品種の識別が可能

あ 「き 「 等 種小豆・小豆あん ・ 小豆は「きたのおとめ」、「しゅまり」等１１品種、

・ 小豆あんは、「きたのおとめ」、「しゅまり」の識別が可能

インゲン豆 「雪手亡（ゆきてぼう）」等９品種の識別が可能インゲン豆 ・ 「雪手亡（ゆきてぼう）」等９品種の識別が可能

オウトウ ・ 「紅秀峰（べにしゅうほう）」等８５品種の識別が可能

「あきづき 等 種 が 能ニホンナシ ・ 「あきづき」等９６品種の識別が可能

茶 ・ やぶきた等６１品種の識別が可能

イグサ ・ ひのみどりと他の１６品種との識別が可能



審査の迅速化

○ 新品種の出願登録件数は増加傾向で推移、有効な登録件数は毎年増加

有効登録件数

6987
7568

7887

6000

7000

8000

9000

2000

2500

3000
出願計
有効登録数

出願件数

有効登録件数

1533
1246

3000

4000

5000

6000

1000

1500

2000

出願件数

0

1000

2000

0

500

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

・審査官の計画的増員 ・栽培試験実施体制の強化 ・進行管理の電子化（Ｈ20～）

審査期間の長期化のおそれ
○ 審査体制の強化

3 2 年
○ 審査期間の推移 審査期間 を短縮

審査官の計画的増員
22名（Ｈ18）→32名（Ｈ21）

栽培試験実施体制の強化
栽培点数600(Ｈ17)→800点（Ｈ20）

・進行管理の電子化（Ｈ20～）

3.2

2 9 2 9
2.8

3.2 年

2.9 2.9
2.62.4

H17 H18 H19 H20



４ 海外での商標出願登録問題



○ 中国・台湾への農林水産物・食品の輸出額の推移（単位：億円）

海外における商標出願問題の現状

・日本産農林水産物・食品の輸出に伴い、品質の良

さが海外で認識されつつある。一方で、中国等で日

本の地名が商標登録出願される事例が見られるよう
300

400

500

600

700

中国
台湾

になってきている。

0

100

200

300

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

台湾

平成

出願商標名 状況

○ 日本の地名等が商標登録出願された事例

11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年
※ アルコール・たばこ・真珠を除
く。
※ 中国の欄に香港を含めない。財務省貿易統計より

・中国商標法では、「公知※の外国地名」、「国内で著

名な商標」は商標登録できない。

・「公知」、「著名」の判断基準は、中国国内で「公

平成

出願商標名 状況

青森
平成14年7月に中国企業が出願、平成15年4月に公告。平成15年7月に青森
県等が異議申立て、平成19年12月・平成20年3月に異議申立が認められる。

青淼
（チンミャオ）

平成17年7月に中国個人が出願、平成20年1月に公告。
平成20年4月に青森県等が異議申立て。

知」、「著名」であるかどうかである。
※「中国国内の需要者（消費者）の間で広く知られた」という意味

鹿児島
平成15年4月に中国個人が出願、平成20年1月に公告。
平成20年3月に鹿児島県が異議申立て。

静岡 平成18年11月に中国個人が出願。平成21年6月に拒絶査定。

松阪
（マ ク入り）

平成12年6月に中国企業が出願、平成13年9月に登録済。
平成21年3月に松阪牛連絡協議会が無効取消を請求

中
国

しかし、日本の農林水産物等にその登録商標に係
る地名を付して販売すると権利者から警告・提訴さ
れる可能性もあり 日本の農林水産物の海外事業 （マーク入り） 平成21年3月に松阪牛連絡協議会が無効取消を請求。

松坂牛
平成17年9月に中国個人が出願。
松阪牛連絡協議会では、広告され次第、異議申立てを行う方針。

松板
平成18年2月に中国企業が出願、平成20年12月に公告。
平成21年3月に松阪牛連絡協議会が異議申立て。

れる可能性もあり、日本の農林水産物の海外事業
展開に悪影響を与えるおそれがある。

山梨勝沼
平成18年10月に中国個人が出願、平成21年4月に公告。
平成21年7月に山梨県等が異議申立て。

讃岐、さぬき、
ＳＡＮＵＫＩ

台湾企業により登録済。平成20年4月に台湾の日本人経営者が無効審判を
申請。

台
湾

事前の予防策と適切な対応措置が必要事前の予防策と適切な対応措置が必要



農林水産知的財産戦略総合推進事業のうち農林水産物等知的財産保護強化推進事業

「青森」「鹿児島」等、中国等において我が国の地名などが商標出願される事態が
続発する海外商標問題

農林水産知的財産保護コンソーシアム

青森」 鹿児島」等、中国等 お 我 国 名な 商標出願される事態
相次いでおり、日本産農林水産物等の輸出促進を図る上で、障害となる可能性。

→海外での知的財産権取得、不当な商標出願に対する異議申立て等を行うためには情報把握と共同対応が不可欠

続発する海外商標問題

事業受託会社 (民間)
◇「農林水産知的財産保護コンソーシアム」の事務局
◇都道府県等の負担による監視業務の実施

補助金
（定額）

農林水産省
中国、台湾にお
ける商標監視

実施

◇都道府県等の負担による監視業務の実施
◇知的財産に関する地方相談会の実施

（定額） ける商標監視

地方相談会
（弁護士等派遣）

海外現地調査

（市場調査を現地法
７２団体等(11月9日現在）

農林水産知的財産保護コンソーシアム（6月19日設立）

（弁護士等派遣）

結果報告等メンバー
（市場調査を現地法
律事務所等に委託）●関心のある地方自治体等 40

●全中、全農、ジェトロ等の関係団体 27
●大学教授、弁理士、弁護士等の個人 5

※ 監視業務に係る費用は、都道府県等利害
関係者が分担。
国の補助金は、調査にかかる契約、地方
相談会開催等の事務費用に充当。

我が国農林水産物の知的財産面での取組強化により日本ブランドの海外展開を実現



５ 人材育成



農林水産分野知的財産人材育成総合事業

目標 ① 知財関係支援・相談できる指導的人材を３年間で
ねら 知的財産 保護

目標 ① 知財関係支援 相談できる指導的人材を３年間で
1000人程度育成

② 農林漁業者・食品企業に対し、知的財産の意識等
を広く啓発

ねらい：知的財産の保護・
活用の下地づくり

【事業の内容】

【事業検討委員会の実施】

農

農林水産分野の知的財産人材育成を総合的に実施

・ 年間の農林水産関係者における研修方針等の検討
・ それぞれのコースの研修内容の検討・調整

【農林水産業現場の指導的人材の育成・支援、現場の知的財産意識の普及】

・ 普及指導員向け専門研修の実施 事例調査 支援窓口の運営等普及指導員向け専門研修の実施、事例調査、支援窓口の運営等
・ 地方公共団体職員、JA営農指導員、関連企業等向けの研修の実施



６ 政府の知的財産推進計画２００９の概要



戦
後
最

技術革新や市場のスピード・規模が飛躍的に拡大 デジタル化・ネットワーク化の進展
取
り 革新的な基本特許を取得し 迅速・効率的に事業化に結びつけるとともに 一気に世界展開を図る流れが世界で加速化

内閣官房 知的財産戦略推進事務局作成資料
Ⅳ 知的財産推進計画２００９の概要

最
大
の
世
界
同
時

内外の資源を効率的に活用するオ プンイノベ

り
巻
く
環
境

先端分野における世界的な知財獲得競争(例え
ば、iPS細胞を巡る競争)

ソフトパワー産業の拡大・新市場創出の機会事業のグローバル展開

革新的な基本特許を取得し、迅速・効率的に事業化に結びつけるとともに、 気に世界展開を図る流れが世界で加速化

不
況

内外の資源を効率的に活用するオープンイノベー
ションの進展

我
海外での知財活動の遅れ革新的な基本特許を獲得し、オープンイノベーショ

ンを活用して事業化に迅速に なげる力が脆弱
ソフトパワー産業の潜在成長力が発揮できていない

海外展開やネット化の進展に伴う模倣品・海賊版流通による被害

我
が
国
の
課
題

ンを活用して事業化に迅速につなげる力が脆弱

各国及び大学における外国由来の研究開発費の占める割合
(%)

17.2

12

14

16

18

20

全体

大学

(NSF Science Engineering Indicators 2008 全て2004のデータ)

日本 米国

日米のコンテンツ市場と海外収入(2008年)
出典:総務省ICTビジョン懇談会

(参考)欧米日
中韓以外への
国際出願件数
(2007年)

日
本

1 5万件

日米欧出願人の自国特許庁への出願構造

76%

49%
38%

60%

80%

100%

国内出願のみ

国外にも出願
（グローバル出願）題

0.32

8.83

3.18 2.67

8.15

2.47

0.02
0

2

4

6

8

10

日 独 仏 英

国内コンテ
ンツ市場

約１４兆円 約５０兆円

海外収入 約６０１０億円 約８．５兆円

海外/国内比 約４．３% 約１７%

本
1.5万件

米
国

6.9万件

欧
州

4.5万件

出典:特許庁 (備考) 日本：2007年、欧米：2006年

24%

51%
62%

0%

20%

40%

日本 米国 欧州 （自国特許庁）

（グロ バル出願）

WIPO Statistics 
Database より

先端医療分野における特許対象の見直し

グローバルな知財戦略の強化グローバルな知財戦略の強化

世界知財システムの構築に向けた取組強化

イノベーションの促進イノベーションの促進 ソフトパワー産業を戦略産業として成長推進ソフトパワー産業を戦略産業として成長推進

ソフトパワー産業の振興

日 独 仏 英

主
な
取
り

総合プロデュース機能の強化 模倣品・海賊版対策の強化
海外展開支援の強化

産業革新機構 体制整備

・副作用を劇的に低減する新用法・用量の医薬を特許対象に
追加

・特許審査ハイウェイのネットワークの積極的拡大
・コンテンツの取引支援システムの構築

・文化資源のアーカイブ化、若手クリエーターの育成等
の創作環境の整備

り
組
み

中小企業の海外展開支援の強化
デジタル・ネット時代への対応の強化

・産業革新機構の体制整備

・大学発のイノベーションを加速化する知財システ
ムの見直し
・革新的な知的財産の創造基盤・支援体制の強化等

・模倣品・海賊版拡散防止条約の早期妥結

・侵害発生国・地域に対する働き掛けの強化
・コンテンツ海外展開ファンドの創設

・コフェスタ等の海外発信イベントの機能強化

オープンイノベーションに対応した知財環境整備 中小企業の海外展開支援の強化

・権利濫用問題への対応

・特許の実施許諾の促進措置

・権利取得から販路開拓・模倣品対策までの一貫した支援
強化

・権利制限の一般規定の速やかな導入

・契約ルール等の確立による流通促進

・ネット上の侵害品流通対策の強化




